
第１号様式（第２条関係） 

個人情報ファイル簿 

個人情報ファイルの名
称 

沖縄県ばい煙発生施設関連情報（大防法、電事法、水銀） 

実施機関の名称 知事 

個人情報ファイルが利
用に供される事務をつ
かさどる組織の名称 

環境部環境保全課 

個人情報ファイルの利
用目的 

国（環境省）が国内のばい煙発生施設から排出される大気汚染物質量を把握
することを目的に大気汚染物質排出量総合調査を実施しており、県では県内の
工場・事業場の名称や所在地、ばい煙濃度等の情報について「沖縄県ばい煙発
生施設関連情報（大防法、電事法、水銀）」としてとりまとめ、国へ提供利用
している。 

記録項目 

【大気汚染防止法関連のばい煙発生施設】 

１（所轄）保健所、２（届出）収受年月日、３工場・事業場の名称・所在地、

４（届出）条項、５届出者（又はばい煙排出者）の氏名・住所、６施設の種類

及び数、７設置年月日（着手日）、８一日の使用時間及び月使用日数、９燃焼

の種類・通常使用量・混焼割合、10最大排出ガス量（湿り、乾き）、11通常排

出ガス量（湿り、乾き）、12ばい煙濃度（最大時のばいじん、Sox、Nox、有害

物質）、13ばい煙濃度（通常時のばいじん、Sox、Nox、有害物質）、14ばい煙量

（Soxの最大、通常）、15排出ガス温度、16排出ガス中の酸素濃度、17ばい煙発

生施設の種類、18ばい煙処理施設の捕集効率（ばいじん、Sox、Nox、有害物

質）、19煙突情報（実高さ、口径、排出ガス速度、陣笠の有無）、20備考 

 

【電気事業法関連の電気工作物】 

１（所轄）保健所、２環境保全課受理日、３事業場名・所在地、４（届出）条

項、５届出者の氏名・住所、６施設の種類及び数、７非常用及び常用の別、８

設置年月日、９一日の使用時間及び月使用日数、10燃焼の種類・通常使用量・

混焼割合、11最大排出ガス量（湿り、乾き）、12通常排出ガス量（湿り、乾

き）、13ばい煙濃度（最大時のばいじん、Sox、Nox、有害物質）、14排出ガス温

度、15排出ガス中の酸素濃度、16ばい煙発生施設の種類、17ばい煙処理施設の

捕集効率（ばいじん、Sox、Nox、有害物質）、18煙突実高さ、19備考 

 

【大気汚染防止法関連の水銀排出施設】 

１（所轄）保健所、２（届出）収受年月日、３工場・事業場の名称・所在地、

４（届出）条項、５届出者（又はばい煙排出者）の氏名・住所、６施設の種類

及び数、７設置年月日（着手予定）、８一日の使用時間及び月使用日数、９燃

焼の種類・通常使用量・混焼割合（原料なら使用割合）、10最大排出ガス量

（湿り、乾き）、11通常排出ガス量（湿り、乾き）、12排出ガス中の酸素濃度、

13水銀濃度（全水銀、ガス状水銀、粒子状水銀）、14水銀処理施設の種類・名

称及び型式、15排出ガス温度（処理前・処理後）、16全水銀（処理前・処理

後）、17ガス状水銀（処理前・処理後）、18粒子状水銀（処理前・処理後）、19

捕集効率（全水銀・ガス状水銀・粒子状水銀）、20備考 

 

 

記録範囲 ばい煙排出者及び水銀排出者 

記録情報の収集方法 

大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設及び水銀排出施設の設置に係る届出、
電気事業法の規定に基づきばい煙発生施設に係る届出があったときの電気事業
法を所管する行政機関から大気汚染防止法を所管する都道府県知事への届出事
項に係る通知等に基づき収集 



要配慮個人情報の有無 □含まれる。 ☑含まれない。 

記録情報の経常的提供
先 

□無  ☑有（提供先：環境省） 

開示請求等を受理する
組織の名称及び所在地 

（名称）沖縄県総務私学課行政情報センター 

（所在地）〒900-8570 沖縄県那覇市泉崎１－２－２ 

訂正及び利用停止に関
する他の法令の規定に
よる特別の手続等 

なし 

個人情報ファイルの種
別 

☑法第60条第２項第１号(電算処理ファイル) 

政令第21条第７項に該当するファイル 
□有   ☑無 

□法第60条第２項第２号(マニュアル処理ファイル) 

行政機関等匿名加工情
報の提案の募集をする
個人情報ファイルであ
る旨 

□該当する。   ☑該当しない。 

行政機関等匿名加工情
報の提案を受ける組織
の名称及び所在地 

 － 

行政機関等匿名加工情
報の概要 

 － 

作成された行政機関等
匿名加工情報に関する
提案を受ける組織の名
称及び所在地 

 － 

作成された行政機関等
匿名加工情報に関する
提案をすることができ
る期間 

 － 

備考  

 


